
 庁議付議事案書  

                               開催・令和６年１２月１８日 

 所管部課 政策経営部 企画政策課  部長 神山 尚  

件 名 
令和７年４月１日付組織・定員について 

  区分  １審議事項 ○ ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 
 東大和市組織条例、東大和市組織規則 

 部課 

 機関 
 市長部局各部、教育委員会各部 

１ 要 旨 

令和７年４月１日付組織・定員を決定したことから報告するものである。 

（１）組織改正の目的  

「未来につながる市政」を目指し令和６年度に行った組織改正をベースとしながら、部の統合等

により連携を強化することで事務事業を効果的に進める本格的な体制を整備し、政策の一層の推進

を図る。 

（２）令和７年４月１日付組織 

 ① 経営資源であるヒト（人事・組織）、カネ（予算）、情報（デジタル）を一つの部に統合し、こ

れに地域活性機能（産業振興部門）を加え、連携することで、総合力を高め、未来につながる政

策立案の強化を図るため、以下のとおり政策経営部のバージョンアップを行う。 

・人材育成などの人事施策を基本に据えながら、人材の強化と政策強化の一体的推進を始めと 

して、職員採用とプロモーション、デジタルと定員管理など、関連する業務を有機的に連携 

させることで、従来の取組のバージョンアップを図るため、総務部職員課及びデジタル推進 

課を政策経営部人事課及びＤＸ課として設置する。 

・官民連携部門と産業振興部門が一体的に市内産業の活性化を図るとともに、新たに企業誘致 

などを検討するため、市民環境部産業振興課を政策経営部地域活性課として設置する。   

② 教育部生涯学習課から、スポーツに係る事務を市長部局に移管するとともに、観光や健康増進 

に係る事務を一体的に取り組み活力ある市民生活の推進を図るため、スポーツ観光課を設置する。 

  ③ 関係する相談や保険等の業務を一体的かつ効率的に取り組むため、福祉部門の２部（地域福祉 

部、健幸いきいき部）を統合し、健幸福祉部を設置する 

（３）令和７年４月１日付定員 

 ① 総定員 ４６３人 

※第６次行政改革大綱における定員管理の令和７年度目標値は４６６人である。 

   ② 定員の主な変更点 

上記（２）の組織改正に併せて定員の最適化を図り、令和６年４月１日付定員から２人減とした。 

※職層別増減：部長１人増、課長４人減、係長３人減、主事４人増 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和６年５月下旬～７月上旬 組織・定員等に関する全課調査及びヒアリング実施 

令和６年１２月１８日 東大和市組織条例の一部改正の議決 

令和６年１２月１８日 令和７年４月１日付組織・定員について決定（市長決裁） 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

  

 
 ４．主管部処理案（検討結果等） 

令和７年４月１日付の組織改正に向け、各部において、当初予算への反映、例規改正等の 

事務を進める。 

 ５．審議結果 

 

  注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


